
（歳入）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 18,000千円

（歳出）
　・地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる経費 493,636千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国庫支出金 道支出金 その他
地方消費税交付金
（社会保障財源化

その他

障害者福祉事業 102,945 46,483 23,191 1,944 31,327

高齢者福祉事業 118,952 1,929 29,837 5,094 82,092

児童福祉事業 89,548 21,242 7,126 9,494 3,020 48,666

小計 311,445 67,725 32,246 39,331 10,058 162,085

国民健康保険事業 30,568 2,279 7,910 1,191 19,188

後期高齢者医療事業 18,952 10,077 519 8,356

介護保険事業 56,958 1,125 598 3,227 52,008

小計 106,478 3,404 18,585 0 4,936 79,553

保健衛生事業 57,451 300 8,286 13,400 2,072 33,393

保健予防事業 18,262 213 525 1,541 934 15,049

小計 75,713 513 8,811 14,941 3,006 48,442

493,636 71,642 59,642 54,272 18,000 290,080

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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令和２年度一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源過分）が充てられる社会保障施策に要する経費

財源内訳

特定財源 一般財源経費事業名
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